
練馬区における幼保小連携の推進について

平成 年（ 年）５月

発行 練馬区教育委員会 教育振興部 教育施策課

電話（０３）５９８４－１２９０

練馬区における幼保小連携の

推進について

平成 年（ 年）５月

練 馬 区 教 育 委 員 会



 

は じ め に

練馬区教育委員会では、平成 年５月に「練馬区幼保小連携推進協議会」を設置し

て以来、幼児期から児童期への変化を乗り越える力を養い、幼児期の経験と児童期の学

習の連続性を保つために、幼稚園・保育所（園）・小学校の連携を推進することを目的

として協議・検討を重ねてきました。

その結果、具体的な取組を行うことによって教員・保育士の相互理解が進み、幼児に

とって小学校への期待と自覚が高まり、児童にとっても多様な学習の機会を得たなど、

いくつかの成果が生まれており、保護者からも評価をいただいています。

この「練馬区における幼保小連携の推進について」は、それらの実践を一層発展させ

ることで幼児教育・保育が小学校教育に円滑に接続できるよう、羅針盤の役割を果たす

ものとしてまとめたものです。幼児期における子供の経験と児童期における学習をつな

ぐ「接続」と「連続性」の視点から、幼稚園・保育所（園）・小学校の三者の連携を体

系的かつ組織的に推進していくものになれば幸いです。

今後も、子供を取り巻く社会情勢や環境の変化を的確にとらえ、全ての幼稚園・保育

所（園）・小学校が連携・協力を深めることを通して幼児教育・保育の質の向上を図り、

夢と希望を育む練馬区の未来を築いてまいりたいと考えております。

結びに、この小冊子をまとめるに際して、多くの関係者の皆様より貴重なご意見とご

提案をいただきましたことに、深く感謝申し上げます。

平成 年５月

練馬区教育委員会

教育長 河 口 浩
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Ⅰ 幼保小連携の推進の経緯

１ 子供の成長を支える社会

近年、保護者のライフスタイル（価値観の多様化、共働き世帯の増加）や地域社会の

状況（地域力の低下、人間関係の希薄化）などにより、子供を取り巻く環境は大きく変

化しています。保護者からは、就学に向けてどのように子育てをしていけばよいのか、

だれに相談できるのかなどの悩みがあるとの声もあります。

次代を担う子供が夢や目標をもち、困難を乗り越え、自らの未来を力強く切り開きな

がら健やかに成長するためには、教育・保育の環境をこれまで以上に充実させていくと

ともに、家庭や地域の人々、行政が十分に協力・連携して、社会全体で子供と子育て家

庭を支える仕組みを作っていくことが大切です（みどりの風吹くまちビジョン：平成

年３月）。

例えば、ＮＰＯ・ボランティア団体などが学童クラブや子育てひろばの運営に積極的

に関わり、子供一人ひとりの成長に合わせた保育事業に対して支援を行うなど、子供の

成長を支える役割が期待されています。

このように、家庭、保育・教育関係者とともに、地域や行政が一体となり子供の成長

を支えていくことが求められています。
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２ 幼保小連携が求められる背景

⑴ 幼児期から児童期（＝接続期）における教育・保育の重要性

幼児期は、遊びを中心とした学びの中で豊かな感性、知的好奇心、思考力など、生

涯にわたる人格形成の基礎が培われる時期です。児童期は、教科等の学習や学校生

活により知的能力や社会性などが発達し、人格形成が促進される時期です。

国際的な調査・研究によれば、幼児期における学びは、その後の子供の成長や人生

にも大きな影響を及ぼすことが明らかにされています。

質の高い幼児教育・保育をスムーズに小学校教育につなげていくことが大切です。

⑵ 幼保小連携に関する国の動向

文部科学省中央教育審議会は、幼保小連携について、「幼児の生活の連続性及び発

達や学びの連続性を踏まえて、幼児教育を充実していく必要性がある 平成 年１

月 」と指摘しています。

平成 年３月に文部科学省が改訂した「幼稚園教育要領」や、「小学校学習指導要

領」および厚生労働省が改定した「保育所保育指針」においても、幼保小連携の促

進に関する内容が盛り込まれています。

⑶ 就学時期の課題

小学校では、入学初年度の児童にしばしば見られる「集団行動が取れない」、「教室

で座っていられない」、「先生の話が聞けず授業が成立しない」などの現象、いわゆ

る「小１問題」と呼ばれる課題があります（資料４）。

このような課題が発生する一因として、幼稚園や保育所（園）における「遊びや生

活の中の学び」が、小学校では「学習時間で区切られた各教科の学習」となる生活・

学習環境の変化が考えられています。

３ 練馬区幼保小連携推進協議会

平成 年５月、幼児教育・保育と小学校教育との連携のあり方を協議し、幼稚園・

保育所（園）・小学校が教育・保育の充実に向けて連携して取り組むため、練馬区幼保

小連携推進協議会を設置しました。

それぞれの関係者が集まり、子供の望ましい成長と発達に向けて適切な支援を行うた

めに、どのように関係性をつくっていくか協議しています。

これまでに、関係者が情報を共有することで課題への認識の深まりが見られるととも

に、研修会や懇談会等の機会を通して、相互の立場や状況について理解が進んでいます

（資料１～３）。
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Ⅱ これまでの取組

幼保小連携推進協議会における協議および幼稚園・保育所（園）・小学校現場の意見等

を踏まえながら、様々な取組を実施しました。

１ 幼稚園・保育所 園 ・小学校に対して

幼保小連携を推進するためには、幼稚園・保育所（園）・小学校の自発性・自主性を

高めることが必要です。職員（教員・保育士）が連携することの大切さを認識し、現場

における交流・連携が発展していくように取組を進めています。

⑴ 主な取組

① 懇談会の実施（資料５）

・ 幼稚園、保育所 園 と小学校との懇談会

・ 私立幼稚園と私立保育所 園 の懇談会

② 研修会の実施（資料６）

・ 園長、校長対象（組織連携のあり方など）

・ 一般職員対象（実務に関する取組など） （懇談会・研修会の様子）

③ 情報共有の促進（資料７）

・ 小学校の行事等一覧表および施設名簿等、参考資料の提供

・ 「ねりま幼保小連携だより」による連携事例の紹介

⑵ 主な成果

① 懇談会で直接顔を合わせることを通じて交流が生まれ、気軽に連絡を取り合う

関係がつくられるようになっています。

② 研修を通じて、幼保小連携を進めるために必要な知識を得たり、すでに実施し

ている取組についても認識を深めたりすることができています。

③ 情報を共有することで意識が高まり、交流・連携のきっかけをつくることがで

きています。「体験授業」など生活科や総合的な学習の時間などの教育課程に位

置付けて、計画的に実施するケースも見られるようになりました。

⑶ これまでの成果を活かした取組の進め方

幼稚園・保育所（園）・小学校の懇談会については、より充実した内容を目指し、

一層多くの参加を呼びかけていきます。

研修については、幼稚園・保育所（園）・小学校の受講者アンケートに寄せられ

たニーズを踏まえて、より効果的・実践的な内容を目指し、拡充させていきます。

「ねりま幼保小連携だより」については、掲載記事・内容を工夫し、幼保小の

連携を推進するために必要な情報を総合的に提供・共有できるように努めます。
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２ 家庭（保護者・子供）に対して

保護者向けリーフレットを活用して家庭に向けた情報提供を行っています。

また、幼稚園・保育所（園）・小学校では独自の取組を進めています。幼稚園・保育

所（園）の園児が小学校を訪問する交流活動も定着してきています。

⑴ 主な取組

① 家庭に向けた情報提供

リーフレットを活用して、小学校の様子や子育て相談などの支援制度等を周知し、

小学校への入学を控えた子供や保護者の不安軽減につなげています（資料８）。

② 幼稚園・保育所（園）・小学校による取組

・ 交流活動（資料９）

・ 地域の乳幼児や保護者（未就園も含む）を対象とし、

園庭開放、季節の行事による交流を実施（区立幼

稚園の地域開放事業、区立保育所（園）の地域交流

事業など

・ 運動会プログラムの中に未就学児が参加できる種目

を設定

・ 学校だより、行事案内等の配布

・ 幼稚園だより、保育所（園）だよりなどを活用した

情報提供

保護者向けリーフレット

⑵ 主な成果

① リーフレットを手にした方からは、「小学校での生活や学習の様子を知ることが

できて安心した」、「実際に学校公開に参加してみることができた」、「リーフレット

で紹介されている『おはなしタイム』を実際にやってみて子供と対話する時間を増

やした」などの声が聞かれています。

幼稚園・保育所（園）の職員が小学校の取組を理解するきっかけづくりにも活

用されています。

② 幼稚園・保育所（園）・小学校で実施している家庭向けの取組では、小学校入学

を控えた子供の保護者の不安が軽減されるなど、入学への期待が高まる効果につな

がっています。

⑶ これまでの成果を活かした取組の進め方

リーフレットの編集にあたっては、保護者の意見や練馬区の保育・教育環境の状

況に合わせた情報の収集に努め、一層の活用を図っていきます。

幼稚園・保育所（園）・小学校で実施している家庭向けの取組（未就園家庭を含

む）については、さらに拡大し充実するよう周知・啓発するとともに、関係機関や

地域の連携を進めていきます。
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Ⅲ 今後の展開

「Ⅱ これまでの取組」で記載した個別・具体的な取組を継続して進めていくとともに、

幼稚園・保育所（園）・小学校における教育・保育の連続性、子育てにおける家庭教育の

重要性に鑑みて、より大きな視点で取組を展開させていきます。

１ 取組の方向性

⑴ 幼稚園・保育所（園）・小学校について

現在、幼稚園・保育所（園）・小学校の状況に応じて実施されている交流活動は、

下表の２「交流段階」に該当します。今後、さらに連携を推進し活性化させていく

ために必要な条件を整えていきます。

子供の健やかな成長を支えるためには、幼稚園・保育所（園）での遊びを中心と

した学びの質を高め、小学校の学習・生活に活かすことのできる環境を整備するこ

とが求められます。幼保小連携を次の段階（下表の２から３へ）へ移行させるため

には、幼児期から児童期への学びの連続性について、関係組織が共通して理解を拡

げ、深める必要があります。

【幼保小連携の段階表（例）】

⑵ 家庭について

子供が健やかに成長していく過程で、基本的な生活習慣や人間性・社会性・考え

方などは家庭生活の中で育まれます。

「みどりの風吹くまちビジョン」の戦略計画では、子供の成長と子育ての総合的
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割を助長するものとしました。
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しながら家庭を支援し、家庭の教育力の向上や保護者の子育てに関する悩みの軽減

につながるような取組を拡げていく必要があります。
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練馬区幼保小連携推進協議会設置要綱

平成 年５月 日

練教教教第 号

（設置）

第１条 区立小学校に入学する子供一人一人の望ましい成長と発達に向けて、幼稚園・保

育所・小学校の関係者が一堂に会して、幼児教育・保育と小学校教育との連携の在り方

を協議し、それぞれの機関が教育の充実にむけて取り組むため、練馬区幼保小連携推進

協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 協議会は、次の各号に揚げる事項について協議する。

公私立幼稚園と区立小学校との連携の強化に関すること。

公私立保育所と区立小学校との連携の強化に関すること。

その他、協議会が必要と認める事項

（会長および委員）

第３条 協議会は、会長および委員をもって構成する。

２ 会長は、教育委員会教育長（以下、「教育長」という。）をもって充てる。

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

４ 会長に事故等があるときは、委員のうちから次の各号に掲げる職にある者をもって充

て、その職務を代理する。

教育振興部長

こども家庭部長

５ 前項の規定に基づき、会長の職務を代理する場合の順位は、前項に掲げる順位とする。

６ 委員は別表のとおりとし、教育長が委嘱する。

（委員の任期）

第４条 委員の任期は１年とし、再任することができる。

２ 委員に欠員が生じた場合は、新たに委員を委嘱することができる。この場合における

委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（報告）

第５条 会長は、協議の状況および結果について、必要に応じて教育長へ報告する。

（調査員の設置）

第６条 協議会は、協議を円滑に行うために、調査員を設置することができる。

２ 調査員は、第２条に係る事項について、調査および資料作成等を行い、結果を会長へ

報告する。

３ 調査員は、会長が委嘱する。

４ その他、調査員に関して必要な事項は、会長が定める。

資料１

9

資料１



10 
 

（会議）

第７条 協議会の会議は会長が招集する。

２ 協議会の会議は、原則として公開で行うものとする。ただし、協議会が決定したとき

は、非公開とすることができる。

３ 会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

（庶務）

第８条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育振興部教育企画課において処理する。

（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は会長が定める。

付 則

この要綱は、平成 年５月 日から施行する。

付 則（平成 年６月５日 練教教教第 号）

この要綱は、平成 年６月５日から施行する。

付 則（平成 年４月５日 練教教教第 号）

この要綱は、平成 年４月５日から施行する。

別表（第３条関係）

役職等 人数

練馬区私立幼稚園協会 １名

練馬区私立保育園協会 １名

練馬区立幼稚園長会 １名

練馬区立保育園長会 ２名

練馬区立小学校長会 ２名

教育振興部長 ‐

こども家庭部長 ‐

教育指導課長 ‐
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を協議し、それぞれの機関が教育の充実にむけて取り組むため、練馬区幼保小連携推進

協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 協議会は、次の各号に揚げる事項について協議する。

公私立幼稚園と区立小学校との連携の強化に関すること。

公私立保育所と区立小学校との連携の強化に関すること。

その他、協議会が必要と認める事項

（会長および委員）

第３条 協議会は、会長および委員をもって構成する。

２ 会長は、教育委員会教育長（以下、「教育長」という。）をもって充てる。

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

４ 会長に事故等があるときは、委員のうちから次の各号に掲げる職にある者をもって充

て、その職務を代理する。

教育振興部長

こども家庭部長

５ 前項の規定に基づき、会長の職務を代理する場合の順位は、前項に掲げる順位とする。

６ 委員は別表のとおりとし、教育長が委嘱する。

（委員の任期）

第４条 委員の任期は１年とし、再任することができる。

２ 委員に欠員が生じた場合は、新たに委員を委嘱することができる。この場合における

委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（報告）

第５条 会長は、協議の状況および結果について、必要に応じて教育長へ報告する。

（調査員の設置）

第６条 協議会は、協議を円滑に行うために、調査員を設置することができる。

２ 調査員は、第２条に係る事項について、調査および資料作成等を行い、結果を会長へ

報告する。

３ 調査員は、会長が委嘱する。

４ その他、調査員に関して必要な事項は、会長が定める。

資料１
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氏　名 団体名 備　考

田中　泰行 練馬区私立幼稚園協会 向南幼稚園長

戸田　了達 練馬区私立保育園協会 妙福寺保育園長

瀬田　雅江 練馬区立幼稚園長会 光が丘さくら幼稚園長

百丈　千鶴 練馬区立保育園長会 早宮保育園長

薄井　訓子 練馬区立保育園長会 豊玉第三保育園長

福田　俊彦 練馬区立小学校長会 南町小学校長

土屋　信行 練馬区立小学校長会 開進第三小学校長

中村　哲明 教育振興部長

堀　和夫 こども家庭部長

堀田　直樹 教育振興部　教育指導課長

（敬称略）

氏　名 団体名 備　考

田中　泰行 　練馬区私立幼稚園協会 　向南幼稚園長

角井　美穂里 　練馬区私立幼稚園協会 　りっこう幼稚園　副園長

佐久間　明子 　練馬区私立保育園協会 　大泉保育園長

髙橋　系造 　練馬区私立保育園協会 　道灌山保育園長

関　美津子 　練馬区立幼稚園長会 　北大泉幼稚園長

唐澤　紀恵子 　練馬区立保育園長会 　下石神井第三保育園長

髙橋　浩美 　練馬区立保育園長会 　練馬保育園長

井上　靖 　練馬区立小学校長会 　中村小学校長

世古　徳浩 　練馬区立小学校長会 　北町西小学校長

伊藤　安人 　教育振興部　教育企画課長

山﨑　泰 　教育振興部　学務課長

櫻井　和之 　こども家庭部　保育課長

柳橋　祥人 　こども家庭部　こども施策企画課長

鈴木　薫 　教育指導課　統括指導主事

（敬称略）

平成27年度練馬区幼保小連携推進協議会委員および調査員名簿

【協議会委員】　※会長は教育長が務める

【調査員】

資料２
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回

平成27年２月24日（火）午後６時～８時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第７回協議会における協議について
・調査員における検討経過
・地区別研修会および保育所（園）と小学校
　との懇談会の実施報告

平成27年７月２日（木）午後５時～７時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第８回協議会における協議について
・幼保小連携研修会の実施報告について
・保護者向けリーフレットの作成について
・幼保小連携推進方策の作成について

平成27年12月９日（水）午後３時半～５時半
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第９回協議会における協議について
・平成27年度幼保小連携地区別研修会の実施
　報告について
・平成28年度幼保小連携研修会の実施計画に
　ついて
・「練馬区における幼保小連携の推進につい
　て」の作成について

協議の経過（協議会・調査員連絡会）

平成25年10月７日（月）午後６時半～８時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第４回協議会における協議について
・調査員における検討経過
・平成25年度研修会の開催結果

平成26年６月23日（月）午後５時～７時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第５回協議会における協議について
・調査員における検討経過
・平成26年度の主な協議事項について

開催日時等 案　　　件

【協議会】

平成26年10月７日（火）午後６時～８時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第６回協議会における協議について
・調査員における検討経過

・協議会の設置について
・意見交換

平成24年10月30日（火）午後３時半～５時10分
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第１回協議会における協議について
・平成24年度の調査事項における経過
・平成25年度の取組について
・練馬区における幼保小連携の理念について

平成25年２月５日（火）午後３時～４時半
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第２回協議会における協議について
・調査事項の経過について
・幼保小連携のめざすもの

平成25年５月31日（金）午後３時半～５時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・平成24年度の協議経過
・基本的な考え方について
・今後の協議事項について

平成24年５月24日（木）午後２時半～４時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

資料３

氏　名 団体名 備　考

田中　泰行 練馬区私立幼稚園協会 向南幼稚園長

戸田　了達 練馬区私立保育園協会 妙福寺保育園長

瀬田　雅江 練馬区立幼稚園長会 光が丘さくら幼稚園長

百丈　千鶴 練馬区立保育園長会 早宮保育園長

薄井　訓子 練馬区立保育園長会 豊玉第三保育園長

福田　俊彦 練馬区立小学校長会 南町小学校長

土屋　信行 練馬区立小学校長会 開進第三小学校長

中村　哲明 教育振興部長

堀　和夫 こども家庭部長

堀田　直樹 教育振興部　教育指導課長

（敬称略）

氏　名 団体名 備　考

田中　泰行 　練馬区私立幼稚園協会 　向南幼稚園長

角井　美穂里 　練馬区私立幼稚園協会 　りっこう幼稚園　副園長

佐久間　明子 　練馬区私立保育園協会 　大泉保育園長

髙橋　系造 　練馬区私立保育園協会 　道灌山保育園長

関　美津子 　練馬区立幼稚園長会 　北大泉幼稚園長

唐澤　紀恵子 　練馬区立保育園長会 　下石神井第三保育園長

髙橋　浩美 　練馬区立保育園長会 　練馬保育園長

井上　靖 　練馬区立小学校長会 　中村小学校長

世古　徳浩 　練馬区立小学校長会 　北町西小学校長

伊藤　安人 　教育振興部　教育企画課長

山﨑　泰 　教育振興部　学務課長

櫻井　和之 　こども家庭部　保育課長

柳橋　祥人 　こども家庭部　こども施策企画課長

鈴木　薫 　教育指導課　統括指導主事

（敬称略）

平成27年度練馬区幼保小連携推進協議会委員および調査員名簿

【協議会委員】　※会長は教育長が務める

【調査員】

資料２
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回

平成25年９月12日（木）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第10回連絡会の意見整理
・第５回協議会に向けて
・基本的な考え方について
・幼保小連携のめざすものについて
・平成26年度の取組に向けて
・予算措置が必要な取組
・合同研修会等を実施する際の地区割り

平成25年10月21日（月）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎19階　1907会議室

・第11回連絡会の意見整理
・第５回協議会の協議内容について
・基本的な考え方について
・幼保小連携のめざすものについて
・平成26年度の取組の実施に向けて

【調査員連絡会】

平成25年１月22日（火）午後３時半～５時半
練馬区役所本庁舎19階　1907会議室

・第６回・連絡会の意見整理
・教員・保育士間の連携における取組について
・幼保小連携における目標について

・練馬区幼保小連携推進調査員の設置
・幼稚園・保育所と小学校との連携の現状
・第１回協議会の意見要旨
・平成24年度の調査事項　・実態調査の実施について
・教員間、教員・保育士間の連携について
・研修について

平成24年８月20日（月）午後３時半～５時半
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・意識・実態調査の結果について
・教員間および教員・保育士間の連携について
・研修について

平成24年９月18日（火）午後３時半～５時半
練馬区役所本庁舎19階　1906会議室

・教員間および教員・保育士間の連携について
・研修について

平成24年10月16日（火）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・教員間および教員・保育士間の連携について
・第３回・連絡会の意見整理
・第２回・協議会に向けて

平成24年６月14日（木）午後４時～６時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

平成24年11月８日（木）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎11階　1102会議室

・第４回・連絡会の意見整理
・第２回・協議会の協議について
・教員間および教員・保育士間における取組について
・幼保小連携における目標について

平成24年12月６日（木）午後３時半～５時半
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第５回・連絡会の意見整理
・教員・保育士間の連携おける取組について
・幼保小連携における目標について

開催日時等

平成25年７月23日（火）午後３時半～５時半
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・平成25年度幼保小連携研修会の実施結果
・第９回連絡会の意見整理
・幼保小連携のめざすものについて
・平成26年度の取組に向けて
・防災、防犯などについて意見交換

案　　　件

平成25年５月20日（月）午後４時～６時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・平成25年度練馬区幼保小連携推進調査員について
・平成24年度の協議経過
・平成25年度の協議事項について
・幼保小連携のめざすもの
・平成25年度の取組について（行事等一覧表、名簿）

平成25年６月20日（木）午後３時半～５時半
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第８回連絡会の意見整理
・第４回協議会の協議内容について
・基本的な考え方について
・幼保小連携のめざすものについて
・平成26年度の取組に向けて
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回

平成27年６月16日（火）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第８回協議会の協議内容等について
・保護者向けリーフレットの作成について
・ (仮称）幼保小連携推進方策の作成について

平成27年８月26日（水）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第９回協議会の協議内容について
・保護者向けリーフレットについて
・ (仮称）幼保小連携推進方策の作成について
・平成27年度幼保小連携研修会の実施報告について
・平成28年度幼保小連携研修会の実施方針について

平成28年３月10日（木）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第10回協議会における協議について
・「練馬区における幼保小連携の推進について」の
　作成について（案）
・接続期のカリキュラムの作成について

平成27年10月29日（木）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎19階　1907会議室

・前回の調査員連絡会の協議内容について
・ (仮称）幼保小連携推進方策の作成について
・平成28年度幼保小連携研修会の実施方法について

平成26年11月13日（木）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第18回調査員連絡会の意見整理
・第７回協議会における報告事項について
・第７回協議会の意見要旨
・第８回協議会に向けて調査員で検討する事項
・幼保小連携推進方策の策定について

平成26年12月12日（金）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第19回調査員連絡会の意見整理
・第８回協議会に向けて調査員で検討する事項
・平成26年度グループ別研修会の開催状況について
・幼保小連携推進方策の策定について

平成27年１月27日（火）午後３時半～５時半
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第20回調査員連絡会の意見整理
・平成26年度グループ別研修会の実施報告について
・幼稚園・保育所の区立小学校との連携に関する実態
　調査結果について
・第８回協議会に向けて調査員で検討する事項
・幼保小連携推進方策の策定について

平成26年７月29日（火）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第６回協議会の協議内容について
・幼保小連携研修会実施報告について
・グループ別研修の実施方法について
・平成26年度の協議事項について

平成26年８月25日（月）午後５時～６時半
練馬区役所本庁舎19階　1907会議室

・第16回調査員連絡会の意見整理
・グループ別研修の実施方法について
・平成27年度幼保小連携研修会の実施方針について
・平成26年度の主な協議事項について

平成26年９月22日（月）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎19階　1907会議室

・第17回調査員連絡会の意見整理
・グループ別研修の実施方法について
・平成27年度幼保小連携研修会の実施方針について
・保護者向リーフレットの作成について
・平成26年度の主な協議事項について

平成25年11月12日（火）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第12回連絡会の意見整理
・基本的な考え方・幼保小連携のめざすものについて
・平成26年度の取組の実施に向けて

平成25年12月12日（木）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第13回連絡会の意見整理
・基本的な考え方・幼保小連携のめざすものについて
・平成26年度の研修について

平成26年１月21日（火）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第14回連絡会の意見整理
・基本的な考え方・幼保小連携のめざすものについて
・平成26年度の研修について

開催日時等 案　　　件

回

平成27年６月16日（火）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第８回協議会の協議内容等について
・保護者向けリーフレットの作成について
・ (仮称）幼保小連携推進方策の作成について

平成27年８月26日（水）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第９回協議会の協議内容について
・保護者向けリーフレットについて
・ (仮称）幼保小連携推進方策の作成について
・平成27年度幼保小連携研修会の実施報告について
・平成28年度幼保小連携研修会の実施方針について

平成28年３月10日（木）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第10回協議会における協議について
・「練馬区における幼保小連携の推進について」の
　作成について（案）
・接続期のカリキュラムの作成について

平成27年10月29日（木）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎19階　1907会議室

・前回の調査員連絡会の協議内容について
・ (仮称）幼保小連携推進方策の作成について
・平成28年度幼保小連携研修会の実施方法について

平成26年11月13日（木）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第18回調査員連絡会の意見整理
・第７回協議会における報告事項について
・第７回協議会の意見要旨
・第８回協議会に向けて調査員で検討する事項
・幼保小連携推進方策の策定について

平成26年12月12日（金）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第19回調査員連絡会の意見整理
・第８回協議会に向けて調査員で検討する事項
・平成26年度グループ別研修会の開催状況について
・幼保小連携推進方策の策定について

平成27年１月27日（火）午後３時半～５時半
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第20回調査員連絡会の意見整理
・平成26年度グループ別研修会の実施報告について
・幼稚園・保育所の区立小学校との連携に関する実態
　調査結果について
・第８回協議会に向けて調査員で検討する事項
・幼保小連携推進方策の策定について

平成26年７月29日（火）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第６回協議会の協議内容について
・幼保小連携研修会実施報告について
・グループ別研修の実施方法について
・平成26年度の協議事項について

平成26年８月25日（月）午後５時～６時半
練馬区役所本庁舎19階　1907会議室

・第16回調査員連絡会の意見整理
・グループ別研修の実施方法について
・平成27年度幼保小連携研修会の実施方針について
・平成26年度の主な協議事項について

平成26年９月22日（月）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎19階　1907会議室

・第17回調査員連絡会の意見整理
・グループ別研修の実施方法について
・平成27年度幼保小連携研修会の実施方針について
・保護者向リーフレットの作成について
・平成26年度の主な協議事項について

平成25年11月12日（火）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第12回連絡会の意見整理
・基本的な考え方・幼保小連携のめざすものについて
・平成26年度の取組の実施に向けて

平成25年12月12日（木）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第13回連絡会の意見整理
・基本的な考え方・幼保小連携のめざすものについて
・平成26年度の研修について

平成26年１月21日（火）午後３時～５時
練馬区役所本庁舎12階　教育委員会室

・第14回連絡会の意見整理
・基本的な考え方・幼保小連携のめざすものについて
・平成26年度の研修について

開催日時等 案　　　件
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児童・生徒の不適応状況に関わる主な調査の結果

 
 

第１学年児童の不適応状況（※第１学年児童が在籍している小学校のみが対象）

「第１学年児童の不適応状況」の定義

第１学年の学級において、入学後の落ち着かない状態がいつまでも解消されず、教師

の話を聞かない、指示通りに行動しない、勝手に授業中に教室の中を立ち歩いたり教室

から出て行ったりするなど、授業規律が成立しない状態へと拡大し、こうした状態が数

か月にわたって継続する状態をいう。

１ ４月から 月までの間に「第１学年児童の不適応状況」が発生した学校の割合

２ ４月から 月までの間に「第１学年児童の不適応状況」が発生した学級の割合

※１学級で、複数の時期に発生した場合についても、１件と数える。

第１学年児童に不適応状況が発生した学級の割合 

第１学年学級数 発生した学級数 発生した学級の割合

平成22年度 10.3％

平成23年度 10.2％

平成24年度 11.8％

 
（※東京都教育委員会調査より抜粋）
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12月３日（火）
午後１時25分～４時

・授業参観
・懇談　  交流のもち方、
　　　　  就学支援シートの活用等

橋 戸 小 学 校

谷 原 小 学 校

光 和 小 学 校
11月21日（木）
午前９時半～11時半

・授業参観
・懇談　  子供の現状と課題、
　　　　　交流計画等

11月18日（月）
午前９時20分～11時半

・授業参観
・懇談　  入学に向けて大切な事、
　　　　　交流方法等

豊玉東小学校

練馬東小学校

５　懇談会のまとめの配付
　　情報共有の観点から、各地区の懇談会の内容をまとめた資料を作成し、教育委員会より
　各幼稚園・保育所（園）および小学校に配付しています。

　　　【平成25年度】

担当小学校 開催日時 内容

12月10日（火）
午後１時40分～３時40分

12月５日（木）
午後３時～４時半

・懇談　  交流方法や内容、
　　　　　入学当初の授業等

・授業参観
・懇談　  幼保小連携の取組、
　　　　　1年生に必要な力等

３　参加者
　　小学校 ～ 担当小学校の校長(１名)および第一学年の担任 など
　　保育所 ～ 区立保育所(直営園)、区立保育所(委託園)、私立保育所の園長など
　　幼稚園 ～　（平成27年度から参加）　区立幼稚園、私立幼稚園の園長など

４　質問の事前集約
　　幼稚園・保育所（園）から小学校への質問を事前に集約して担当小学校へ送付し、
  その内容を踏まえて懇談会を開催しています。

幼稚園・保育所（園）と小学校との懇談会

１　懇談会の目的
　　幼稚園・保育所(園)・小学校の関係者が情報交換および情報提供を行うことにより相互
　理解を図り、子供の成長と発達を見通した援助および指導に繋げていくことを目的として
　実施しています。

２　開催方法
　　区内を分割し、各地区を担当する小学校長(１名)と園長等との懇談会を開催しています。
　　　　　平成25年度・・・・・５地区に分割
　　　　　平成26年度・・・・・８地区に分割
　　　　　平成27年度・・・・・８地区に分割
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10月28日（火）
午後１時20分～３時半

・授業参観
・懇談　  入学当初の配慮点、
　　　　　入学前後のギャップ等

開催日時 内容

　　　【平成26年度】

担当小学校

豊玉南小学校

橋 戸 小 学 校

大泉第四小学校

11月24日（火）
午後０時半～３時15分

・給食見学　　　　　・授業参観
・懇談　基本的生活習慣、幼児教育等

10月26日（月）
正午～３時40分

・給食試食、見学　　　　・授業参観
・懇談　生活リズム、就学支援等

下石神井小学校

関町北小学校

11月６日（金）
午後１時35分～３時45分

・授業参観
・懇談　学校生活、子供の現状等

11月25日（水）
午前９時半～11時半

・授業参観
・懇談　１年生の状況、文字指導等

練馬東小学校

光が丘秋の陽
小 学 校

11月10日（火）
午後２時～３時半

・授業参観
・グループ懇談　      入学当初の状況、
　　　　　　　　　　　文字指導等

11月17日（火）
午後１時35分～４時10分

・授業参観
・中学校区別協議会（分科会・全体会）
・懇談　交流のねらい、身辺自立等

豊玉南小学校

早 宮 小 学 校

10月27日（火）
午後２時半～４時半

11月２日（月）
正午～４時半

・給食試食、見学　　・授業参観
・懇談　  食育の取組、
　　　　　基本的生活習慣等

・校長より「子供を取り巻く連携」
・グループ懇談　　　　 連携の取組、
　　　　　　　　　　　 子供の現状等

大泉第四小学校

　　　【平成27年度】

担当小学校

11月17日（月）
正午～３時半

・給食見学　　　　・授業参観
・懇談　  就学までに身に付けておく事、
　　　　　１年生の現状等

開催日時 内容

関町北小学校

橋 戸 小 学 校

11月14日（金）
午前９時15分～11時半

・授業参観
・懇談　  入学までに育てたい力、
　　　　　学校生活等

10月29日（水）
午後０時半～３時

・給食見学　　　　・授業参観
・懇談　  給食について、
　　　　　就学に向けて大切な事等

光が丘秋の陽
小 学 校

下石神井小学校

11月27日（木）
午後２時半～４時半

・グループ懇談　  連携の進め方、
　　　　　　　　　子供の現状と課題等

11月10日（月）
午後１時20分～３時半

・授業参観
・懇談　  幼児期の経験と学び、
　　　　　保護者に伝えておく事等

北町西小学校

練馬東小学校

10月14日（火）
午後１時半～４時

・授業参観
・懇談    ４月当初の姿、
　　　　　アレルギー対応等

10月20日（月）
午後２時～３時半

・授業参観
・懇談　  学級運営で大切にしている事、
　　　　　給食について等
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開 催 日 時

対 象

目 的

内容・講師

開 催 場 所

参 加 数

主 な 意 見

開 催 日 時

対 象

目 的

内容・講師

開 催 場 所

参 加 数 45名

主 な 意 見

開 催 日 時

対 象

目 的

内容・講師

開 催 場 所

参 加 数

主 な 意 見

開 催 日 時

対 象

目 的

内容・講師

開 催 場 所

参 加 数

主 な 意 見

練馬区立区民・産業プラザココネリホール

156名

平成26年11月20日・27日・12月４日・18日（いずれも木）　午後３時～４時

平成25年６月26日(水）　　午後３時～５時

公私立幼稚園・保育所（園）の園長および５歳児担任など
小学校第１学年の現状および課題や幼保小連携が求められている背景、幼児教育・保
育から小学校教育への連続性などについて理解を深める。
講演　「幼稚園・保育所（園）と小学校との円滑な接続を目指して」
講師　文教学院大学大学院人間学研究科教授　平山　許江先生

【平成26年度】

生涯学習センター・ホール

194名

平成25年９月20日（金）　午後３時30分～４時30分

区立小学校の校長

幼保小連携を推進していくうえでの校長の役割、幼保小連携が求められている背景、
幼児教育・保育から小学校教育への連続性等について理解を深める。

講演　「就学前教育から小学校教育への円滑な接続～小学校長の役割～」
講師　北区立王子第一小学校校長　荒木　康子先生
練馬区役所本庁舎19階1902会議室

幼保小連携推進研修会

【平成25年度】

・教育・保育の理解を深めてつながりを作っていくことが円滑な育ちにつながる。
・自分で考えて行動できる力、生きる力を育てるよう職員で共有してすすめたい。
・幼稚園・保育所（園）合同で聞けてよかった。

・お互いの実情が理解できて良かった。
・意見交換でき、安心感につながった。今後の保育や保護者対応に活かせる。
・他で実施している取組が参考になった。今後の指導や連携につなげたい。

・幼児教育・保育の充実が小学校の学びにつながっている事を再認識した。
・あらためて幼保小の連携の大切さを実感した。
・地区別意見交換で情報共有ができ、参考になった。

公私立幼稚園・保育所（園）の５歳児担任、区立小学校１年生担任など

幼児期から児童期の接続期における現状や課題、幼児教育・保育と小学校教育の連続
性等について相互理解を深めるとともに、練馬区の幼保小連携の方向性について共通
理解を図る。

・円滑な接続の必要性についてよく理解できた。
・各小学校の特色を生かして無理のない所から積み上げていくことが必要。
・ねらいの明確化、継続・発展を押さえて意義付けすることが校長の役割と確認した。

平成26年６月25日（水）　午後２時～４時30分

公私立幼稚園・保育所（園）の園長および区立小学校の校長

グループ別意見交換
グループワークを中心とした内容のため講師は選任しない。

練馬区役所本庁舎多目的会議室・練馬区立区民・産業プラザココネリホール
石神井公園区民交流センター展示室兼集会室・勤労福祉会館集会室

249名

幼稚園・保育所（園）・小学校の現状や課題などを把握して相互理解を深めるととも
に、練馬区の幼保小連携の方向性について共通認識を図る。

講演　「幼児から児童へ学びをつなぐ」
講師　聖心女子大学文学部教育学科教授　河邉　貴子先生
地区別意見交換

資料６
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幼稚園・保育所（園）と小学校の交流
第５号

（平成28年４月予定）

第１号
（平成27年1月8日）

第２号
（平成27年3月26日）

第３号
（平成27年5月11日）

第４号
（平成28年２月予定）

地区別研修会、小学校教員の保育所（園）見学
幼稚園と保育所（園）の交流

幼稚園・保育所（園）における連携に関する実態調査結果、
幼稚園・保育所（園）と小学校の交流、展覧会見学、体験授業

公私立保育所（園）間の交流、園内研修・行事での交流、新設
園の取組、給食体験、幼稚園・保育所（園）と小学校の交流

公私立保育所（園）間の交流、研修会、幼稚園・保育所（園）
と小学校との懇談会

主な内容

情報共有の促進に関する取組

　　各幼稚園・保育所(園)・小学校が実践した交流・連携事例の紹介を中心に様々な情報を提供
　するため、平成26年度から「ねりま幼保小連携だより」を発行しています。練馬区内の公私立
　幼稚園・保育所（園）および区立小学校に配布し幼保小連携の取組の一助となっています。

１　施設名簿の作成と配布

２　区立小学校の行事一覧表の作成と配布

３　ねりま幼保小連携だよりの発行

　　区立小学校65校の学校公開や運動会等の行事を一覧にして作成し、練馬区内の公私立幼稚園
　保育所（園）に配布しています。各園においては、小学校見学や保護者の方への情報提供等に
　活用しています。

　　練馬区内の公私立幼稚園・保育所（園）および区立小学校において、交流・連携を行う際の
　窓口となる連絡先を一覧にして、配布しています。

資料７開 催 日 時

対 象

目 的

内容・講師

開 催 場 所

参 加 数

主 な 意 見

開 催 日 時

対 象

目 的

内容・講師

開 催 場 所

参 加 数

主 な 意 見
・保護者の思いや支援について参考になった。
・それぞれの現状や取組、意見を聞く事ができ、有意義であった。
・連携の大切さを感じた。交流したい。

199名

平成27年８月３日(月）・４日（火）・６日（木）・７日（金）　午後１時半～４時半

公私立幼稚園・保育所（園）の５歳児担任、区立小学校１年生担任、認証保育所（園）

幼児期から児童期の接続期における現状や課題、幼児教育・保育と小学校の連続性等
について相互理解を深めるとともに、練馬区の幼保小連携について共通理解を図る。

講演　「発達障害児と保護者への支援～就学期を巡って～」
講師　練馬区立こども発達支援センター　仙田　周作先生
地区別意見交換

・今後に向けての方向性が分かりやすかった。
・ここでの意見交換が交流のきっかけとなっている。深めていきたい。
・地区ごとに情報や課題の共有、カリキュラム等、意見交換する場を継続させたい。

練馬区立区民・産業プラザココネリホール

281名

【平成27年度】
平成27年６月12日（金）　午後２時～４時半

公私立幼稚園・保育所（園）の園長および区立小学校の校長、認証保育所（園）長

幼児教育・保育から小学校教育への連続性や幼保小連携が求められている背景などに
ついて幼稚園・保育所（園）・小学校が相互に理解を深める。

講演　「幼保小連携の更なる充実を目指して」
講師　東京大学大学院教育学研究科教授　秋田　喜代美先生
地区別意見交換

練馬区立区民・産業プラザココネリホール
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幼稚園・保育所（園）と小学校の交流
第５号

（平成28年４月予定）

第１号
（平成27年1月8日）

第２号
（平成27年3月26日）

第３号
（平成27年5月11日）

第４号
（平成28年２月予定）

地区別研修会、小学校教員の保育所（園）見学
幼稚園と保育所（園）の交流

幼稚園・保育所（園）における連携に関する実態調査結果、
幼稚園・保育所（園）と小学校の交流、展覧会見学、体験授業

公私立保育所（園）間の交流、園内研修・行事での交流、新設
園の取組、給食体験、幼稚園・保育所（園）と小学校の交流

公私立保育所（園）間の交流、研修会、幼稚園・保育所（園）
と小学校との懇談会

主な内容

情報共有の促進に関する取組

　　各幼稚園・保育所(園)・小学校が実践した交流・連携事例の紹介を中心に様々な情報を提供
　するため、平成26年度から「ねりま幼保小連携だより」を発行しています。練馬区内の公私立
　幼稚園・保育所（園）および区立小学校に配布し幼保小連携の取組の一助となっています。

１　施設名簿の作成と配布

２　区立小学校の行事一覧表の作成と配布

３　ねりま幼保小連携だよりの発行

　　区立小学校65校の学校公開や運動会等の行事を一覧にして作成し、練馬区内の公私立幼稚園
　保育所（園）に配布しています。各園においては、小学校見学や保護者の方への情報提供等に
　活用しています。

　　練馬区内の公私立幼稚園・保育所（園）および区立小学校において、交流・連携を行う際の
　窓口となる連絡先を一覧にして、配布しています。

資料７

20

資料７



配布先 箇所数 部数 合計

6園 各50

15園 各100

12園 各150

6園 各200

1園 各250

私立保育所 62園 各60

区立幼稚園 3園 各100

区立保育所 60園 各60

区立小学校 65校 各50

認証保育所 34所 各10

計

保護者向けリーフレット

１　構成

　⑴　おやこでやってみましょう
　　　※「おはなしタイム」「よみきかせ」など、生活の中で子供の力を育むための取組を例示

私立幼稚園

　⑺　保護者の相談窓口のご案内

２　配布先

　⑵　学びのつながり　～幼稚園・保育園・小学校の連携～

　⑶　１年生の学校生活（ある小学校の一日）

　⑷　小学校入学までの流れ

　⑸　小学校入学前　Ｑ＆Ａ

　⑹　学童クラブについて

※小中一貫教育校を含む。
※各区民事務所・出張所等の窓口でも配布している。

資料８
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私立幼稚園(40) 私立保育所（園）(47) 区立幼稚園(3) 区立保育所（園）(60) 全体(150)

私立幼稚園(33) 私立保育所（園）(32) 区立幼稚園(3) 区立保育所（園）(58) 全体(126)

　２　各取組の実施件数について

(回答数)

実施予定はない

その他

ランドセル等を体験

授業を見学・参加

【“その他”の主な意見】
・小学生の体験学習（３件）
・小学生のボランティア活動の受け入れ（３件）
・美術館での区立小学校連合図工展見学
・小学生の町探検の受入れ

調査後に実施予定あり

学芸会等を見学・参加

運動会等を見学・参加

校庭等を利用

給食体験

幼稚園・保育所（園）の区立小学校との連携の現状

　平成25年度以降に何らかの取組を実施した園は、幼稚園・保育所（園）全体でみると126園
あり、取組を実施していなかった24園中９園は調査日以降の実施を予定しています。
　今後の予定も含めれば、150園中135園（90％）の園では何らかの取組が実施されていること
になります。

　平成25年度以降に実施された「幼児と小学校の児童に係る取組」について、全体では「幼児
と児童が一緒に遊ぶ（79件）」が最も多く実施されていました。次いで「校舎探検（71件）」
「校庭等を利用（54件）」となっています。

(回答数)

25年度以降に実施した

幼児と児童が一緒に遊ぶ

　１　取組の実施状況について

校舎探検

私立幼稚園

私立保育所（園）

区立幼稚園

区立保育所（園）

全体

年度以降に実施した 調査後に実施予定あり 実施予定はない

資料９

配布先 箇所数 部数 合計

6園 各50

15園 各100

12園 各150

6園 各200

1園 各250

私立保育所 62園 各60

区立幼稚園 3園 各100

区立保育所 60園 各60

区立小学校 65校 各50

認証保育所 34所 各10

計

保護者向けリーフレット

１　構成

　⑴　おやこでやってみましょう
　　　※「おはなしタイム」「よみきかせ」など、生活の中で子供の力を育むための取組を例示

私立幼稚園

　⑺　保護者の相談窓口のご案内

２　配布先

　⑵　学びのつながり　～幼稚園・保育園・小学校の連携～

　⑶　１年生の学校生活（ある小学校の一日）

　⑷　小学校入学までの流れ

　⑸　小学校入学前　Ｑ＆Ａ

　⑹　学童クラブについて

※小中一貫教育校を含む。
※各区民事務所・出張所等の窓口でも配布している。

資料８
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23 
 

他自治体における接続カリキュラムの作成状況等

１ 作成状況（平成 年 月現在）

【東京都】

東京都、港区、台東区、江東区、品川区、中野区、杉並区、北区、足立区 など

【その他の自治体】

高知市、香南市、佐世保市、草加市、花巻市、姫路市、松江市、横浜市 など

２ 他自治体の構成例（品川区）

「～保幼小ジョイント期カリキュラム～ しっかり学ぶしながわっこ」

※品川区では「ジョイント期」を５歳児 月から１年生１学期までと定義

第１章 保幼小連携の推進による質の高い保育・教育活動の創造

１ 保育園・幼稚園と小学校を滑らかにつなぐために

２ ジョイント期の指導の基本的な考え方

３ 本書の活用について

第２章 ジョイント期カリキュラム

１ 保育園・幼稚園編 ～小学校生活へつながる保育・教育活動～

２ 小学校編 ～保育園・幼稚園での経験をいかした指導の工夫～

第３章 実践ガイド

１ 保育園・幼稚園編

２ 小学校編

第４章 交流活動

１ 交流活動のあり方について

２ モデルプラン

３ 実践事例

第５章 資料

資料

23

資料10



練馬区における幼保小連携の推進について
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